
⑫ ごみ・資源の収集カレンダー

古紙 古着 有害 危険

10 日 24 日 3 日 17 日 13 日 27 日 6 日 20 日

8 日 22 日 1 日 15 日 11 日 25 日 4 日 18 日

12 日 26 日 5 日 19 日 8 日 22 日 1 日 15 日

10 日 24 日 3 日 17 日 13 日 27 日 6 日 20 日

14 日 28 日 7 日 21 日 10 日 24 日 3 日 17 日

11 日 25 日 4 日 18 日 14 日 28 日 7 日 21 日

9 日 23 日 2 日 16 日 12 日 26 日 5 日 19 日

13 日 27 日 6 日 20 日 9 日 23 日 2 日 16 日

11 日 25 日 4 日 18 日 14 日 28 日 7 日 21 日

8 日 22 日 15 日 11 日 25 日 4 日 18 日

12 日 26 日 5 日 19 日 8 日 22 日 1 日 15 日

11 日 25 日 4 日 18 日 14 日 28 日 7 日 21 日

● 神栖市の収集指定袋はお近くの販売店（スーパー・ホームセンター・コンビニなど）でご購入ください。
　　　※「家庭用」「事業用」があります。「家庭用」であることをご確認ください。

● 何らかの理由で収集されない場合,可燃・不燃ごみの日は赤のシール,資源の日は緑のシールが収集業者により袋に
　貼って残されます。分別しなおしてシールをはがし,正しい収集日に出しなおしてください。

● 集積所の管理は利用者の責任です。利用者間でルール（清掃当番,名前の記入,残されたごみの対応等）を決め,清潔に
  使いましょう。

● 粗大ごみは第一リサイクルプラザへ自己搬入するか,予約専用ダイヤル（ＴＥＬ９６－８０７６）で戸別回収をお申し
  込みください。どちらも無料です。

可 燃 ご み 可燃指定袋 台所ごみ(生ごみ)･紙くず･特殊加工紙･家庭廃食油･木くず･汚れの取れないやわらかいプラスチック

不 燃 ご み 不燃指定袋
金属･ゴム、合成皮革･ガラス･陶磁器類･硬質系(かたい)プラスチック類･長いプラスチック･スポンジ類･
汚れの取れないプラスチックボトル類･その他

プラスチック類 不燃指定袋
ペットボトル･その他の容器包装プラスチック（右のマークがあり、きれいなもの。軽く
水ですすいで汚れの取れるものは洗って出す｡ペットボトルのフタ･ラベルははずして入れる｡)　　　　　　　　

ビン・缶 不燃指定袋
ビン(無色･茶色･その他)･アルミ缶･スチール缶(軽く水ですすいで出す。フタははずして不燃ごみに入れ
る。)

古　紙 ひもで十字に束ねる 新聞･チラシ･ダンボール･牛乳パック（中が銀色のものは可燃ごみへ）･雑誌･その他の紙

古　着 不燃指定袋 衣類･繊維類(ゴム製･わた入りのものは除く。ボタン･ファスナーは取らなくて良い。)

有　害
  中の見える袋に
  ｢有害｣と書く

電池･蛍光管･体温計･温度計(水銀を使っているもの)

危　険
  中の見える袋に
  ｢危険｣と書く

ライター（中身を使い切る）･スプレー缶（中身を使い切り穴をあける）･刃物･割れたガラスや陶磁器（紙
などで包装する）･針（缶などフタ付容器に入れる）

※ 収集日の当日朝８時までに集積所に出してください。なお,１袋の重さは１０㎏以内で,一度に出せる量は３袋までです。

種　　類 不燃ごみ プラスチック類 ビン・缶 可燃ごみ

収集回数 月 ２ 回 月 ２ 回 月 ２ 回 月 ２ 回 週 ２ 回

収 集 日 第２・４月曜 第１・３月曜 第２・４木曜 第１・３木曜 水曜・土曜

令和５年４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

１０月 

１１月 

１２月 

令和６年１月 収集休み

２月 

３月 

毎 週

水曜・土曜

収集休み

12/31～1/3


